
魚津市告示第104号 

 

魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給要綱を次のように定める。 

 

令和２年９月15日 

 

魚津市長  村椿  晃 

 

 

 

魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号

）第21条に基づき、魚津市福祉サービス事業者特別給付金（以下「給付金

」という。）の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「福祉サービス事業者」とは、介護保険法（平

成９年法律第123号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号）及び児童福祉法（昭和22年法律第

164号）に規定するサービス（以下「福祉サービス」という。）を提供す

る指定事業者をいう。 

（給付金の支給） 

第３条 市長は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクの高い高齢者、

障害者、要介護者等へ日常生活に欠くことのできない福祉サービスを提供

する福祉サービス事業者に対し、徹底した感染防止対策を講じながら福祉

サービスを継続して提供する体制を整えることを支援するため、予算の範

囲内において給付金を支給する。 

 （支給の対象） 

第４条 給付金の支給の対象となる福祉サービス事業者（以下「支給対象事

業者」という。）は、令和２年４月１日時点において、魚津市内で別表に

定める福祉サービスを提供しており、かつ、令和２年12月31日までの間に

おいて廃止又は休止の予定がない法人とする。 

 （給付金の支給額） 

第５条 給付金の額は、１支給対象事業者当たり10万円とする。ただし、魚

津市内に複数の事業所を有している支給対象事業者に支給する給付金の額

は、２事業所目以降１事業所につき５万円を加算した額とする。 

 （申請開始日及び申請期限） 



第６条 給付金に係る申請開始日は、令和２年９月15日とする。 

２ 申請期限は、令和２年10月30日までとする。ただし、市長は、やむを得

ない事情が生じたときは、申請期限を延長することができる。 

 （申請書等の送付） 

第７条 市長は、支給対象事業者に対し、魚津市福祉サービス事業者特別給

付金支給申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）及び口座振込申

出書（様式第２号）を送付する。 

 （給付金の支給申請等） 

第８条 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

申請書及び口座振込申込書を郵送により市長に提出しなければならない。 

２ 郵送による申請は、消印の日が第６条第２項に定める申請期限を超えな

いものを有効とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたと

きはこの限りではない。 

 （支給の決定） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、給

付金支給の可否を決定し、福祉サービス事業者特別給付金支給決定通知書

（様式第３号）又は福祉サービス事業者特別給付金支給却下通知書（様式

第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定した申請者に対し、口座

振込により給付金を支給する。 

 （受給の辞退とみなす事項） 

第10条 市長が第７条の規定による申請書及び口座振込申込書を送付したに

もかかわらず、支給対象事業者から第６条第２項の申請期限までに申請書

等が提出されなかったときは、支給対象事業者が給付金の支給を受けるこ

とを辞退したものとみなす。 

２ 市長が前条第１項の規定による支給決定を行った後において、申請者の

責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該受給は

辞退されたものとみなす。 

 （不当利得の返還） 

第11条 市長は、給付金の支給を受けた福祉サービス事業者が偽りその他不

正な手段により給付金の支給を受けたと認めたときは、すでに支給した給

付金の全部又は一部を返還させることができる。 

 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この告示は、公表の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月31日限り、その効力を失う。 



別表（第４条関係） 

区分 入所施設 
その他 

（訪問系、通所系など） 

介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
種
別 

①特別養護老人ホーム 

②介護老人保健施設 

③介護医療院 

④地域密着型特別養護老人ホー 

 ム 

⑤短期入所生活介護（単独施設

）（※基準該当事業所を含む

） 

⑥認知症対応型共同生活介護 

⑦小規模多機能型居宅介護 

（訪問系） 

⑧訪問介護 

⑨訪問看護 

⑩訪問リハビリテーション 

⑪訪問入浴介護 

⑫定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

 

（通所系） 

⑬通所介護 

⑭通所リハビリテーション 

⑮地域密着型通所介護 

⑯認知症対応型通所介護 

 

（相談系） 

⑰居宅介護支援 

障
が

い
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
種
別 

⑱施設入所支援 

⑲障害児入所支援 

（訪問系） 

⑳居宅介護 

㉑重度訪問介護 

㉒重度障害者等包括支援 

㉓同行援護 

㉔行動援護 

㉕短期入所 

 

（日中活動系） 

㉖療養介護 

㉗生活介護 

㉘自立訓練 

㉙就労移行支援 

㉚就労継続支援 

㉛就労定着支援 

 



（居住支援系） 

㉜共同生活援助 

㉝自立生活援助 

 

（障害児通所支援系） 

㉞児童発達支援 

㉟居宅訪問型児童発達支援 

㊱医療型児童発達支援 

㊲放課後等デイサービス 

㊳保育所等訪問支援 

 

（相談系） 

㊴計画相談支援 

㊵障害児相談支援 

㊶地域相談支援 

 

（地域生活支援系） 

㊷障害者交流センター 

㊸地域活動支援センター 

 

 

 



様式第１号（第７条関係）

年 月 日

（宛先）魚津市長

（申請者） 住所

名称

代表者職氏名 印

　魚津市福祉サービス事業者特別給付金について、次のとおり申請します。

　事業所内訳は別紙のとおりです。

担当者連絡先（日中、連絡がつく連絡先をご記入ください。）

魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給申請書

申請金額（合計） 円

令和

事業所名

                 ふりがな　　　

担当者氏名

連絡先



（ ） 枚中の （ ） 枚目

申請事業所（内訳）

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

事業所名

事業所種別

区分

様式第１号 別紙



様式第２号（第７条関係）

振込先口座

支店名

口座名義

※申請者と口座名義が異なる場合は、下記の委任状に申請者の記名・捺印が必要です。

令和 年 月 日

魚津市会計管理者　様

普通預金　　・　　当座預金

　私は、上記の者をもって代理人と定め、特別給付金の受領に関する一切の権限を
委任します。

本店　支店　出張所

口座振込申出書

名称委任者
（申請者）

印

預金種目
口座番号

フリガナ

住所

職氏名

委任状

氏名
受任者

（口座名義人）

住所

口座番号
（右詰めで御記入ください）

銀行名

 信用漁業協同組合連合会

 銀行　・　信用金庫

 信用組合・農業協同組合

 労働金庫



様式第３号（第９条関係） 

魚津市指令社第 号 

 

                      （申請者住所） 

（名称） 

（代表者職氏名） 

 

魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給決定通知書 

 

 令和２年 月 日付けで申請のあった魚津市福祉サービス事業者特別給付

金については、魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給要綱第９条第１項

の規定により、金  円を支給します。 

 

令和 年 月 日 

 

魚津市長    

 



様式第４号（第９条関係） 

魚津市指令社第 号 

 

                      （申請者住所） 

（名称） 

（代表者職氏名） 

 

魚津市福祉サービス事業者特別給付金支給却下通知書 

 

 令和２年 月 日付けで申請のあった魚津市福祉サービス事業者特別給付

金については、下記により不支給と決定したので通知します。 

 

令和 年 月 日 

 

魚津市長    

 

 

記  

 

理由 ： 


